
羽田空港の機能強化について 

１．羽田空港新飛行ルートに関する質問主意書及び答弁書について 

新飛行ルートに関する質問主意書に対し、国は別紙１のとおり回答している。 

２．後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について 

令和３年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会 第３回分科会にお

いて、国は後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について、別紙２のとおり述

べており、東京都ＨＰに公表されている。 

３．南風運用時における運航便数について  

国土交通省ＨＰ「羽田空港のこれから」によると、南風運用時のＡ滑走路への着

陸が約 14 便/時、Ｃ滑走路への着陸が約 30 便/時、Ａ滑走路からの離陸が約 21 便/

時、Ｂ滑走路からの離陸が約 20 便/時、Ｃ滑走路からの離陸が約５便。国に確認し

たところ、Ｃ滑走路については上記のとおり、離着陸機ともに存在し、到着機の間

隔が２分を切る場合もあるとのこと。 

（参考）過去の運用状況 

  本年５月３日については、15:09～18:11 までの新飛行経路が運用され、Ｃ滑

走路への着陸機数は全体で 86 便。 

４．固定化回避に係る技術的方策検討会の検討状況について(第４回検討会資料より抜粋)

（１）ＲＮＰ-ＡＲ 

概要 測位衛星からの信号を元に、自機の位置を把握しながら計算して飛行す 

る、精度の高い曲線経路を含む進入方式 

（２）ＲＮＰ＋ＷＰ（ウェイポイント）ガイダンス付き 

概要 ウェイポイントを参考にしながらパイロットの目視により進入する方式 

建 設 委 員 会 資 料 
令和４年１２月２２日 
都市環境部都市計画課 

令和４年請願第１７号 

関 係 資 料 

【メリット】 
・経路に沿った曲線飛行が可能 
・直線距離を短くすることが可能 
・ある程度の悪天時にも使用可能 
【デメリット】 
・対応できない機材が存在(30％程度) 
・特別な運航許可と乗員訓練が必要

【メリット】 
・柔軟性の高い経路設定が可能 
・ほぼ全ての航空機が対応可能 
【デメリット】 
・最低気象条件が高く、視界の良い好
天時に限定される 

・同時進入に関し国際基準にて規定さ
れていないため、安全性評価にあた
り詳細な検証が必要 
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羽
田

空
港

新
飛

行
ル

ー
ト

に
関

す
る

質
問

主
意

書

昨
年

三
月

二
十

九
日

か
ら

開
始

さ
れ

た
羽

田
空

港
離

着
陸

時
の

新
飛

行
ル

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

ル
ー

ト
変

更
後

一
年

以
上

が

経
過

し
て

い
る

が
、

ル
ー

ト
直

下
の

住
民

な
ど

か
ら

騒
音

等
へ

の
苦

情
が

絶
え

ず
、

落
下

物
等

に
対

す
る

住
民

の
不

安
も

解
消

さ
れ

て
い

な
い

。
そ

の
後

、
「

羽
田

新
経

路
の

固
定

化
回

避
に

係
る

技
術

的
方

策
検

討
委

員
会

」
が

組
織

さ
れ

た
こ

と
な

ど
も

あ
り
、
現
時
点
で
直
ち
に
確
認
し
た
い
問
題
点

に
つ

き
以

下
、

質
問

す
る

。

一
航
空
機
の
離
着
陸
時
に
生
じ
る
「
後
方

乱
気

流
問

題
」

に
つ

い
て

国
際

民
間

航
空
機

関
(
I
C
A
O
)
の
動
向

を
受
け

、

我
が

国
で

も
二

〇
二

〇
年

三
月

二
十

六
日

か
ら

成
田

国
際

空
港

、
羽

田
空

港
の

離
着

陸
機

に
つ

い
て

、
「

後
方

乱
気

流
区

分

の
再

分
類

に
伴

う
管

制
方

式
問

題
の

試
行

運
用

」
が

行
わ

れ
、

二
〇

二
〇

年
十

一
月

五
日

付
け

で
管

理
方

式
基

準
が

改
正

さ

れ
た

と
聞

く
。

こ
れ

ら
の

措
置

に
よ

っ
て

到
着

機
間

、
出

発
機

間
の

管
制

間
隔

が
短

縮
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
と

思
う

が
、

こ

の
間
の
試
行
運
用
が
管
制
間
隔
短
縮
に
与
え

た
効

果
に

つ
い

て
明

ら
か

に
さ

れ
た

い
。

二
こ

う
し

た
管

制
間

隔
短

縮
に

関
す

る
問

題
に

つ
い

て
、

今
後

、
「

羽
田

新
経

路
の

固
定

化
回

避
に

係
る

技
術

的
方

策
検

討

委
員
会
」
で
、
検
討
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か

。

三
羽
田
空
港
の
新
飛
行
ル
ー
ト
の
運
航
実
態

に
つ

い
て

、
国

土
交

通
省

は
こ

れ
ま
で

「
(
二

〇
二
〇

年
)
六

月
中

旬
か

ら
九
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月
に

か
け

て
新

到
着

経
路

を
実

際
に

飛
行

し
た

パ
イ

ロ
ッ

ト
(
本

邦
七

社
)
及

び
航

空
管

制
官

と
意

見
交

換
を

実
施

し
、

安

全
上

問
題

な
く

運
航

で
き

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

」
と

の
見

解
を

飛
行

ル
ー

ト
直

下
の

自
治

体
の

議
会

な
ど

に
対

し
て

説

明
し

て
き

た
。

他
方

、
二

〇
一

=
年

三
月

三
十

一
日

付
け

、
公

益
財

団
法

人
航

空
輸

送
技

術
研

究
セ

ン
タ

ー
が

国
土

交
通

省

航
空

局
安

全
部

安
全

企
画

課
長

宛
て

の
「

令
和

二
年

度
航

空
安

全
情

報
自

発
報

告
制

度
に

基
づ

く
提

言
に

つ
い

て
」

の
中

で
、

「
二

〇
二

〇
年

三
月

二
十

九
日

か
ら

開
始

さ
れ

た
羽

田
空

港
の

新
飛

行
経

路
の

運
用

(
新
運

用
)
に

関
わ

り
、

風
の

状

況
に

よ
っ

て
は

、
最

終
進

入
に

お
い

て
操

縦
の

困
難

度
が

高
か

っ
た

と
の

自
発

報
告

が
多

数
寄

せ
ら

れ
て

い
る

」
と

の
記

述

が
あ

る
が

、
こ

う
し

た
現

場
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
の

声
を

国
土

交
通

省
は

ど
う

認
識

す
る

か
。

右
質

問
す

る
。
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十
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問
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衆
議

院
議

員
海

江
田

万
里

君
提

出
羽

田
空

港
新

飛
行

ル
ー

ト
に

関
す

る
質

問
に

対
す

る
答

弁
書

一
に

つ
い

て

御
指

摘
の

「
後

方
乱

気
流

区
分

の
再

分
類

に
伴

う
管

制
方

式
問

題
の

試
行

運
用

」
及

び
「

管
制

間
隔

短
縮

に
与
え

た
効
果

」

の
意

味
す

る
と

こ
ろ

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

な
い

が
、

国
土

交
通

省
に

お
い

て
は

、
令

和
二

年
三

月
二

十
六

日
か

ら
同

年

十
一

月
四

日
ま

で
の

間
、

東
京

国
際

空
港

(
以

下
「

羽
田

空
港

」
と

い
う

。
)
及

び
成

田
国

際
空

港
に

お
い

て
、

先
行

機
と

後
続

機
の

相
互

間
の

間
隔

を
短

縮
し

た
後

方
乱

気
流

管
制

方
式

(
以

下
「

新
方

式
」

と
い

う
。

)
に

つ
い

て
試

行
運

用
を

実

施
し

、
安

全
性

に
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
上

で
、

同
月

五
日

か
ら

新
方

式
に

よ
る

運
用

を
開

始
し

て
い

る
。

新
方

式

の
運

用
に

よ
り

、
先

行
機

と
後

続
機

の
組

合
せ
に
よ
り
先
行
機
と
後
続
機
の
相
互

間
の
間

隔
が
短

縮
さ
れ

る
場

合
が
あ

る
こ

と
か

ら
、

よ
り

円
滑

な
航

空
交

通
が

確
保

さ
れ
、
航
空
機
の
飛
行
時
間
の
短
縮
に
一

定
の
効
果

が
あ

る
と
考

え
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋

ね
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

な
い

が
、

羽
田

新
経

路
の

固
定

化
回

避
に

係
る

技
術

的
方

策
検

討
会

は
、

最
近

の
航

空
管

制
及

び
航

空
機

の
技

術
革

新
の

進
展

を
踏

ま
え

、
羽

田
空

港
に

お
け

る
新

た
な

飛
行

経
路

(
以

下
「

新
経

路
」

と

い
う

。
)
の

航
空

機
の

騒
音

に
よ

る
影

響
の

軽
減

、
固

定
化

回
避

等
の

観
点

か
ら

、
新

経
路

の
見

直
し

が
可

能
な

方
策

が
な
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い
か

に
つ

い
て

技
術

的
観

点
か

ら
検

討
を

行
う
も
の
で
あ
り
、
新
方
式
に
つ
い
て

検
討
す

る
こ
と

は
考
え

て
い

な
い
。

三
に
つ
い
て

新
経

路
の

運
用

に
際

し
て

は
、

実
際

に
新

経
路

を
飛

行
し

た
航

空
会

社
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
と

羽
田

空
港

に
お

い
て

管
制

業
務

に
従

事
し

て
い

る
航

空
管

制
官

と
の

間
で

意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

、
御
指
摘

の
よ

う
な
「

現
場
の

パ
イ

ロ

ッ
ト

の
声

」
が

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

は
承

知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
令
和
二
年
度

航
空
安
全

情
報

自
発
報

告
制
度

に
基

づ

く
提

三
口

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
は

、
「

天
候
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
滑
走
路
運
用

を
含
め
た

羽
田

空
港
の

安
全
運

航
に

資
す

る
共

通
認

識
を

持
つ

た
め

、
当

局
レ

ギ
ュ

レ
ー

タ
ー

を
含

め
て

パ
イ

ロ
ッ

ト
や

航
空

管
制

官
と

の
今

後
の

継
続

的
な

意
見

交

換
」

を
実

施
す

る
こ

と
が

提
言

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

今
後

も
パ

イ
ロ

ッ
ト

と
航

空
管

制
官

と
の

間
で

意
見

交
換

を

継
続

的
に

実
施

す
る

こ
と

で
、

安
全

運
航

を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る

。
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鼠灘盤i翫
∩都市整備局について分野別で探す
トップ

・・ページ〉六'・流～・モノの六,いの

文字サイズ組坐提笙拡六L…Lngy坦gg 、Aハーペーミ"

索ワードを入力 検索

窓口で探す 各種申請様式

～〉"空・の於

審議会・計画 よくあるお問合せ

について〉令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関

係区市連絡会分科会(第3回)

令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会分科会(第3回)

会議の概要

○会議名令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会分科会(第3回)

○開催日令和3年11月1日(月曜日)

○出席状況東京都、港区、新宿区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、江戸川区、国土交

通省

○議事の要旨

*国土交通省より、騒音測定結果や部品欠落報告等について説明。

*国土交通省より、後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明。

【主な意見及び国の回答等】

・重量別割合のグラフで1kg以上の部品について、具体的にはどういう部品なのか教えて頂きたい。

⇒1kg以上の欠落部品の具体例としては、タイヤ表面の一部がある。着陸時の衝撃により、タイヤ表面の一部が剥がれることがありうる。

・7月15日からの1週間、国に寄せられた意見の件数が突出しているが、これには何か背景があったのか。

⇒あくまで類推だが、資料1のとおり、しばらく南風運用が行われていない日が続いて、7月10日からしばらく南風運用が続いたことが一

因だと考えられる。

・国から後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明

先日、「現行の管制システムであれば、需要が回復しても従来の海上ルートでの増便が可能であることを、今年6月25日付の国会答弁で

認めている」というような引用をされた一部報道があった。6月25日付の国会答弁とは、同日付の「質問主意書に対する答弁書」を指して

いると思われる。

この答弁書においては、羽田空港において令和2年11月力、ら開始した新たな後方乱気流管制方式により、空中における飛行中の航空機相

互の間隔が短縮される場合があることから、「飛行時間の短縮に一定の効果がある」と示している。

一方で、羽田空港の処理能力については、空中における飛行中の航空機相互の間隔ではなく、空港における離着陸時の航空機の滑走路占

有時間などの要素に左右されるため、この新たな後方乱気流管制方式の運用が羽田空港の処理能力を増加させることはない。

このため、新たな後方乱気流管制方式によって、「需要が回復しても従来の海上ルートでも増便が可能である」というご指摘は事実と相

違しており、国として認めた事実もない。

【会議資料】

・迭第_(囲込旦)_

・'お1運航es績

'E*'S2 ・型の運

囮巡旦)_

割A

'十'St3ii)ec-,,のiti9,t「,の

田4ΩΩ囮_

囲ユ2図旦)_

tLl'lt4)firt空立の購囲鯉

料5'L空騒音の短,1目1定結1団ユ∠幽旦)_

し'ぐ6立ロ々茜生につい

'*'47-1玉に目ぜられた意

tL*こt7-2に。せ、こ意について

囲⊥亟巡旦)_

について囮3魍)_

囲巡旦)_

※資料6に一部誤りがありました。(「重量別割合」の内訳個数に誤りがございました。)

現在は、訂正後の資料を掲載しております。(令和3年12月16日)

お問い合わせ先

都市基盤部交通企画課航空担当

(直通)03-5388-3288

ページの先頭へ戻る

別紙２


